外国人児童生徒受け入れ手引書

ようこそ学校へ
三重県

外国人の子どもの教育問題検討委員会
はじめに

１９９０年の入管法改正以降、三重県に住む外国人の数は毎年増加の一途をたどっています。

滞在期間の長期化や定住化に伴って、外国人児童生徒も北勢・伊賀地域を中心に増加してきました。近年は、県内全域において少人数（５人以下）で点在化、かつ広域化する傾向にあります。

当委員会は、このような状況を考慮し、すべての学校において外国からの子どもたちを受け入れるための環境を整えておくことが重要と考え、この受け入れ手引書を作成しました。このような学校の受け入れ環境の整備が平等な教育機会の提供につながり、多文化共生の一端を担うことになると思います。

この手引書が、各学校の実態に合った独自の「受入れ手引書」を作成するための一助になればと思います。

Ⅰ　外国人児童生徒の受入れ

　　１．受入れ面接時

　　　　　学校と児童生徒および保護者との信頼関係を築く出発点です。わかりやすい日本語で、一つひとつ誠意を持って対応します。あいまいな言い方や遠まわしな言い方は避けて、はっきりと伝えるようにします。
　　　（１）通訳者を探したり、各国語の対訳集などを活用します。
　　　（２）個人カードを作成します。
従来学校で使用されている家庭環境調査票などを活用してください。本人および保護者に聞いておくべきことの主なものとしては、次のようなものがあります。
	本人の名前について、フルネームと呼称を確認
（名前の正確な表記や発音は、アイデンティティの確立という意味において大切なことです。）

	編入学前に受けた教育や学習状況（来日前、来日後も含む）

	日本語学習歴、日本語能力（本人および保護者）

	話すことば（言語）

	本人の性格

	健康状態（持病や食物アレルギーなど）

	食べ物の好き嫌い（宗教上の制限等も含む）

	趣味や特技

	家庭環境

	保護者の来日目的（就労等）

	来日年月日、滞在経歴、在留予定期間
（一人ひとりに応じた指導をするために必要な事柄です。）

	将来の進路希望（日本で高校や大学などへの進学を考えているかどうか）

	保護者の教育に対する考えや学校に対する要望

	宗教上のことなどで禁忌（タブー）とされていることなど

	住所、連絡方法（自宅・携帯の電話番号、緊急時の連絡先、勤務先、通訳など）

	


　　　（３）最低限度の伝達事項

　　　　　　　学校の概要や教育方針は、できるだけ簡潔にわかりやすく説明をします。このほか、最低限必要な説明しておくことには、次のような内容があります。
	項目
	説明等

	学校の行事、学校の一日
	· 学期の区切り、年間行事など

· 始業終業時刻、休憩時間、時間割など1日のスケジュール、登下校の時刻

	教科書、持ち物など
	· 義務教育諸学校における教科用図書は無償、副教材等は有償であること
· 準備しなければならない学用品など

· 通学時の服装や体操服など学校生活を送るために必要なものを、現物を見せて説明する
· 学校に持ってきてはいけないもの（菓子類など）を知らせる

	学校の決まり
	· 学校でしてはいけないことや持って来てはいけないものなどを知らせる。

	給食や清掃など
	・　給食や清掃など、外国人児童生徒にとってなじみのないことについては、これらが大切な教育活動の一環であることへの理解を求める

	通学路や通学方法
	· 徒歩や自転車で通学する児童生徒には居住地からの通学路を確認、それ以外の通学方法がある場合は、通学方法の確認
· 集団登下校の場合は、その意義や方法についてわかりやすく説明する

	必要経費や集金方法
	· 給食費や教材費など毎月の必要経費を説明する
· 上記の集金方法や集金日について説明する（振替口座をつくってもらうことなど）

	家庭と学校との連絡方法
	· 学級懇談会や授業参観、家庭訪問について（保護者が児童生徒の学校生活を把握できる機会となる）
· 欠席の連絡や教育相談を受けたい場合の連絡方法など

	トイレの使い方
	· 和式のトイレの使用方法を説明する

（洋式トイレの設置を検討する）

	就学援助について
	· 就学援助について情報を提供する


２．受け入れ体制作りと初期指導
　　　　学校全体として
～　外国人児童生徒・保護者が困ったときに相談できる学校をめざして　～
　　　（１）保護者への働きかけ

①　子どもの学習方法について保護者に伝えます。

　　　　　　②　保護者と定期的に情報交換することが大切です。（連絡ノートや電話など）

　　　　　　③　健康診断や学校行事の折には、内容や方法などを個別に保護者に伝えます。

　　　　　　④　学校は「子どもの教育について相談できるところ」であることを保護者に伝えます。

　　　　　　⑤　日本語のわからない保護者には母語で伝えます。特に大事なことや複雑な説明の必要な場合は、母語で直接保護者に伝えるようにします。
　
（２）対外的働きかけ

　　　　　　①　市町教育委員会に巡回相談員の派遣を申請します。

　　　　　　②　外国の子どもたちの相談対応や通訳、日本語指導者については、市町教育委員会に協力を呼びかけます。
（３）校内体制づくり（多文化共生の学校をめざして）
　　　　　　①　多文化共生に向けて校内研修会を行います。
2 全児童生徒が外国人の子どもの背景を理解する時間を作ります。

3 学校からのお知らせ（配布物）は翻訳します。翻訳できない場合は、ルビを振ります。

　　　　　　④　“○○人”ということばは使わず、名前を呼び合える関係づくりを進めます。

⑤　外国人であることを理由にした、いじめや差別には速やかに対応し、再発を防ぎます。すべての子どもたちがちがいを認め合い、安心して生活し、ともに成長できる学校づくりをめざします。

⑥　一般に会話言語は１～２年程度、学習言語は５～７年かけて習得するといわれています。この年数のギャップの間が“日本語は堪能なのにテストの点が悪い”というような形で現れ、“学力が低い”といった誤解につながるので十分注意が必要です。

　　　　　　⑦　良いところはみんなの前でほめ、注意するときは個別指導をします。
　　　　　　⑧　個別に説明する時は、簡単な日本語で、ゆっくり、はっきり話します。実物や絵も使って話をします。（簡単な日本語とは、中学校で学ぶ英語程度で理解できる日本語を想定してください。）
　　　　　　⑨　全く日本語がわからない時期には、児童生徒に見合った指導を考えます。（別教室での指導、別教材での指導など）
⑩　取り出し指導の日程や内容を調整します。
　　　　　　⑪　校内の大事な場所や注意などの表示にはルビを振り、母語でも書きます。
　　　　　　⑫　在籍学級で子どもと共に昼食をとるなど、周囲の子どもたちの情報収集に努めます。
⑬　ＰＴＡ研修などで、異文化理解のための講座などを持ちます。
　　　　　学級環境づくり

⑭　母語と日本語のあいさつで迎えます。

⑮　座席は、最初のうち担任の近くにします。

　　　　　　⑯　みんなで、身近な物にひらがなで書いたカードを貼ります。

　　　　　　⑰　児童生徒を支援する子どもがいることは望ましいですが、一人の子どもにまかせっきりにしない工夫が必要です。
Ⅱ　文化のちがい（事例集）
日本の子どもたちと同様に、学校のルールを守って学校生活を送るようにします。ただ、外国の生活習慣や文化などを理解した上で指導していくことが大切です。

　　　　　「正式な名前」や「服装・アクセサリー」などの項目については、国によってちがいがあります。それらを理解するためにも、受け入れ時にきちんと聞き取ることが大切です。下記の一覧表は、三重県内に住んでいる外国人住民の方から聞き取り調査をしたものです。個人の経験にもとづくもので、すべての人に当てはまるものではありませんが参考にしてください。
	① 正式な名前（いろいろな国の人から聞いた名前の呼び方の一例です。）
（コロンビア、ペルー、ボリビア）正式な名前は、ファーストネーム１（＋ファーストネーム２）＋名字１（父方）＋名字２（母方）です。名字３（父方）＋名字４（母方）まである子どももいます。学校では、ファーストネームで呼ばれます。
（ブラジル）一般的には、ファーストネーム（＋ミドルネーム）＋名字１（母方）＋名字２（父方）ですが、日系人の場合、ブラジルのファーストネームと日本語のファーストネームがあり、ファーストネームが二つあることが多いです。
（タイ、ブラジル）名前を呼ぶときは名字では呼びません。名前を呼びます。

（ドイツ）名前が一つ、二つ、時には三つあります。名字は最後です。「さん」とかは名前についています。
（フィリピン）友だち同士では、親しくなるとニックネームで呼ぶことが多いです。男の子をバロン(グ)、女の子をバラサン(グ)と呼ぶことも多いです。

（モンゴル）名字はありません。名前だけです。


	② 服装やアクセサリーなど
（タイ）幼稚園から大学まで制服があります。高校まではアクセサリー禁止、髪型も決められていました。

（フィリピン）幼稚園から大学まで制服はありますが、アクセサリーや髪型などは自由です。くつやかばんも好きなものを持っていけます。

（コロンビア）私立学校では派手なアクセサリーや化粧は禁止されていました。男子生徒も長いヘアースタイルは禁止で派手なピアスや髪型をしないように言われていますが、普通のピアスは認められています。
（中国）教育程度の高い学校ほど規則が厳しいです。

・アクセサリー、化粧、携帯電話は禁止されていました。

　　　・学校でも靴は脱ぎません。

（インドネシア）ピアスはしてもいいです。

（イギリス）耳にひとつのピアス、ネックレスは認められていますが、指輪はダメでした。

（韓国）小学校での服装は自由ですが、中学校・高校では制服がありました。過度なおしゃれは禁止されています。
（ドイツ、オーストラリア）小中学校には制服も規則もありません。両親が認めたことはできますが、両親が認めないことはできません。
（ボリビア）制服のところも私服のところもあります。アクセサリーや携帯電話は認められていました。

（ペルー）幼稚園から高校まで制服があります。女性が子どものときからピアスをするのは普通です。
（ブラジル）私立学校では制服がありますが、ジャージ（運動用服）が多いです。
・女の子は生まれてすぐピアスをすることが多いです。お守りのように思っている人が多いです。
　　　・学校で短すぎるスカートや体にぴったりしたシャツを着ていると先生に注意されます。


	③ 昼食やおやつのこと
（コロンビア）学校によってちがいます。カフェテリアで昼食を提供する学校もあれば、売店で軽食を買える学校もあるし、お弁当を持っていく学校もあります。

　　　・昼食は、給食にするかお弁当にするか各家庭で決めます。

（ブラジル）学校の授業は午前のみか午後のみなので、昼食は家で食べます。休憩時間におやつを食べてもいいです。公立の小中学校では、おやつがでます。

（ボリビア）売店があり軽食を買うことができます。家から持っていってもいいです。私立学校にはカフェテリアがあります。

（タイ）幼稚園から大学まで学校の食堂で食べます。授業中以外いつでも食べていいです。お弁当を持っていったら笑われてしまうかもしれません。

（中国）幼稚園から中学校まで給食があります。牛乳はあまりでません。

　　　　aお弁当を持っていく、bお弁当を注文する、c給食希望者の家族が用意する食事、の中から選ぶことができます。

（フィリピン）家からお弁当を持っていきます。おやつは持っていったり買ったりします。休み時間に食べてもいいです。

（オーストラリア）家からお弁当を持っていきます。主にサンドウィッチです。

（インドネシア）お弁当を持っていくか食堂で買います。

（モンゴル）昼休みが2時間半あるので昼食は家へ帰って食べます。食事の後、学校へ戻ります。

（ドイツ）授業は13：00までに終わります。昼食は家で食べることが多いです。

（韓国）おやつは持っていってもいいです。休み時間に食べてもいいです。
（ペルー）午前中、おやつとして牛乳が出ました。
　　　・昼食は家で食べます。

　　　・サンドウィッチや果物、ジュースを持っていってもいいです。おやつは学校で買うこともできます。午前中に一度長い休み時間があるので、そのとき食べます。


	④ 学校や先生のこと
（コロンビア）普通、家に近い学校へ行きます。私立学校はスクールバスがあります。
・生徒はほめられると自信がつき嬉しくなるので、先生は生徒を良くほめますが、悪いことをすると厳しくしかられます。
・国立学校は１２時までです。私立学校は午後も授業があります。

　　　・欠席の連絡は紙に書いて渡します。電話連絡はできません。

　　　・クラブ活動はありません。

（ペルー）小学校６年、中学校５年、大学５年で１６年間の教育制度です。ほとんどの国立小中学校では、午前・午後・夜間の３部制で授業を行っています。午前の授業は８：００～

　　　　１３：００までです。

・主に親が子どもの送り迎えをします。

（ブラジル）公立の学校は無料です。授業は午前と午後の２部制ですが、一部の学校では夜間のクラスもあります。
　　　・落第制度があるので、同じ学年を1年以上受ける生徒もいます。５年生のとき、２０歳の人と同じクラスでした。

　　　・掃除は、掃除係の人がするので生徒はしません。

　　　・小中一貫教育（８年）で、５年生が日本の中学１年生になります。

（フィリピン）小学生は７:３０～１７:００頃まで勉強をします。授業の時間は４０分ですが

科学だけは１時間授業があります。幼稚園は１日３時間です。

（中国）学校は全て公立です。小中学校の授業は７:３０～１６:００です。

・心配事などはスクールカウンセラーのいる部屋へ行って話をします。

・先生は偉い人でしつけも厳しいです。

（インドネシア）２人組みの机を使います。２時間授業して１５分休憩します。

（韓国）ほとんどの生徒は政府が決めた高校に進学します。一部受験をして進学する生徒もいます。
（モンゴル）学校を決める時は、できるだけ近所の学校へ入ります。
（タイ）生徒は先生を尊敬しています。

（イギリス）先生とはとてもフレンドリーな関係ですが、放課後先生と話すことはあまりありません。
（オーストラリア、ブラジル）子どもの年齢が１０歳まで、先生は保護者にレポートを書きます。
（ドイツ）４年目が終わると、いろいろな学校に進学できる可能性があります。
（職業別学校選択）
（ブラジル、コロンビア）学校にはカウンセリングルームがあり、カウンセラーがいつもいて相談できます。



	⑤ 学校行事のこと（運動会・遠足・授業参観・修学旅行など）
（タイ）遠足はめったにありません。勉強以外の活動はあまりありません。

（フィリピン）修学旅行はありませんが、遠足はあります。サイエンスウィーク、イングリッシュウィーク、クッキングウィークといろいろな行事があります。

（オーストラリア）クリスマスやイースター前の金曜日の夕方、学校に集まり歌を歌ったり劇をします。
（コロンビア、ブラジル）イースターの時、学校は１～２週間休みになります。

　　　・家庭訪問や授業参観はありませんが、文化祭やスポーツ大会はあります。
（ブラジル）遠足は参加できる子どもだけ参加します。修学旅行はありません。

　　　・入学式はありません。卒業式は、生徒が自分たちで企画したりお金を集めたりします。

（イギリス）文化祭やスポーツデー、クリスマスパーティーなどをします。

（ドイツ）１週間くらいのスキー旅行があります。

（中国）授業参観や家庭訪問は小学校１年生のときだけです。中学校や高校では、何か問題があると家庭訪問があります。

（韓国）学校の周りをきれいにする行事があります。

・一定の年齢になると兵役があります。その時の団体生活に備えて３泊４日程度のトレーニングがあります。

（ボリビア）授業参加などはありません。いつでも見学できます。

（ペルー）スポーツ大会の時は、夜店のような出展もありお祭りみたいです。
　　　・一般的に幼稚園の卒園式は、家族揃って出席できるよう夜行われます。

　　　・修学旅行またはパーティーがあります。運動会や遠足、親子参加型芸能発表会などの行事が年に何回もあります。


	⑥ 教科学習のちがい
（学習の仕方のちがいについて、九九の覚え方や割り算の仕方が違うなど）

（ブラジル、ペルー、コロンビア、ボリビア）算数の割り算の計算の仕方が違います。
（ボリビア）テストは６０点満点です。

（ブラジル）音楽や美術の授業は小学生のときだけありました。

　　　・普段は宿題がありますが、冬休みや夏休みに宿題はありません。

（タイ、ペルー）九九を１２の段まで覚えます。学習方法は、大体丸暗記です。
（インド）九九を１５の段まで覚えます。

（フィリピン）子どもの時に、フィリピン語・方言・英語を親から習います。授業は英語とフィリピン語でしますが、歴史と数学は英語で授業をします。

（モンゴル）ペンケースに九九が書いてあります。これをもっている子どもが多いです。
（中国）芸術科目は小学校と中学校のみです。

（オーストラリア）国語では教科書に有名な文があり、それを暗記します。
（イギリス）音楽や絵画は課外授業でした。



	⑦ コミュニケーションスタイル
（あいさつの仕方、タブーとされていることなど）

（コロンビア、ペルー、ブラジル）先生と生徒の関係はフォーマルですが、とてもフレンドリーです。あいさつのとき、生徒同士はよくキスしたり抱き合ったりしますが、先生と生徒の間では普通しません。
（タイ）あいさつの時“サワディー”と言います。昼も夜も時間に関係なく使えます。両手を胸の高さで合わせて少し頭を下げます。

（ドイツ、モンゴルなど多くの国）あいさつするときは握手をします。



Ⅲ　進路と学習
　　　外国人児童生徒一人ひとりは、保護者の来日目的や生活環境等のちがいがあります。また、これからの日本における生活の見通しもさまざまです。しかし、今後、日本で長く生活するのか、帰国予定があるのか、などに関わらず、子ども一人ひとりの学力を定着させ伸ばしていくことが大切です。そのためには保護者と十分な話し合いを持つことが必要です。特に、中学生には、子どもの将来の希望を十分配慮した進路指導を行うことが大切です。

　　１．可能性を拓くために

　　　　　①　短期滞在や長期滞在にかかわらず、個に応じた教科の学力や、話す・聞いてわかるだけでなく読み書きの能力もつけることが大切です。このことを外国人児童生徒と保護者にも伝えます。

　　　　　②　母語であれ日本語であれ、個に応じた学力を保障することが多様な未来を拓きます。

　　　　　③　保護者に日本の学校制度や進路について十分説明をします。また、母国や日本以外の国への進路の可能性についても話をします。

　　　　　④　「一人ひとりちがっていることがすばらしい」ことをみんなに伝えます。

　　　　　⑤　学校でうまくいかないと登校できなくなったりしますが、「努力が足りない」などと見なさず、そうなる気持ちの揺れを受け止めます。

　　　　　⑥　進路については、保護者と児童生徒を交えた十分な話し合いが必要です。
　　　　　⑦　保護者に、「子どもは親とはちがう考え方や価値観を持つ」ことを理解してもらい、話し合って夢や目標を共有するように勧めます。

　　２．入試や就職について

　　　　　①　入試に関して、入試時の特別配慮や特別枠の有無などを教育委員会に問い合わせます。外国籍の卒業生、教員のネットワーク、ボランティア団体などと連携を取りながら情報収集に努めます。　　　　　

②　ＭＩＥＦや各地域の国際交流協会、および外国人を支援しているボランティア団体などと連携して情報を集めます。（進学・就職情報、日本語指導、教科指導、母語指導、本人や保護者への通訳支援など）

　　　　　③　就職では、日本語が不十分な生徒に特別な配慮をする企業は少ないですが、可能性はあります。ハローワークや外国籍の卒業生とも連携し情報収集に努めます。

4 働きながら学べる制度や奨学金制度などがあることを生徒や保護者に伝えます。

３．外国人の子どもの学習支援教室（平成22年6月現在）
四日市市

	教室名
	ササエダーデ

	教室開催日時
	5月下旬～3月上旬の土曜日　9:30～11:30

	場所
	四日市市立笹川東小学校

	対象者
	笹川地区に住む外国人小中学生

	費用
	無料

	連絡先
	四日市市立笹川東小学校　
TEL：059-320-2076　FAX：059-320-2077
ホームページ：http://www.yokkaichi.ed.jp/sasahiga

	


	教室名
	子ども教室（日本語および日本文化教室）

	教室開催日時
	月･水･金曜日　15:00～16:30

	場所
	四日市市国際共生サロン

	対象者
	就学期にある外国籍住民の子ども

	費用
	無料

	連絡先
	四日市市国際共生サロン Tel:059-322-6811　
Email: kyouseis@m6.cty-net.ne.jp
http://www.miesc.ne.jp/yia/salon/salontop.htm


鈴鹿市

	教室名
	ワールドキッズ

	教室開催日時
	毎週土曜日10時30分から12時

	場所
	第1･3･5土曜日：牧田コミュニティーセンター
第2･4土曜日：牧田公民館

	対象者
	外国出身の小・中学生

	費用
	1ヶ月　200円

	連絡先
	ボランティア代表：中林さん　Tel:090-3991-0129


	教室名
	桜島学習支援センター　さくらんぼ

	教室開催場所・日時
	1� 県営桜島団地集会所　毎週月曜日・木曜日15:00～17:00
②鈴鹿市立桜島小学校エスペランサ教室 毎週水曜日14:30～15:30

	対象者
	外国出身の小学生

	費用
	無料

	連絡先
	ボランティア代表：永田皓（あきら）さん　Tel:059-386-2966


津市

	教室名
	ジョイア

	教室開催日時
	土曜日10:00～12:00

	場所
	アスト津3階

	対象者
	外国出身の小・中学生・高校生

	費用
	無料

	連絡先
	三重大学人文学部・藤本研究室　Tel:059-231-9123
e-mail：fu0331@human.mie-u.ac.jp
三重大学人文学部・江成研修室　Tel: 059-231-9136
m-enari@human.mie-u.ac.jp


	教室名
	がんばる会　高茶屋子ども日本語学習クラブ

	教室開催日時
	毎週土曜日　18:30～20:00（8月はお休み）

	場所
	津市高茶屋市民センター

	対象者
	外国出身の小・中学生

	費用
	無料

	連絡先
	がんばる会事務担当：外岡（とのおか）さん　Tel:090-2924-4557


	教室名
	学校の勉強に役立つ日本語教室　ひるがお

	教室開催日時
	土曜日　17：00～18：30

	場所
	アスト津3階 県民交流センター交流スペース（近鉄・JR津駅東口　徒歩1分）

	対象者
	外国出身の中学生・高校生、または該当年齢の人

	費用
	１カ月　500円

	連絡先
	三重大学人文学部　江成准教授　Tel: 059-231-9136
E-mail: m-enari@human.mie-u.ac.jp


伊勢市

	教室名
	NPO日本語支援「てらこや塾」 

	教室開催日時
	日本語支援教室（午後の部）：曜日、時間は学習者と相談して決める

	場所
	慶蔵院「一会館」
(伊勢市小俣町元町１２１１)

	対象者
	・小中学校に在籍している児童・生徒で毎日通うことのできる児童・生徒
・日本語による基本的な日常会話が出来ない児童・生徒　
・ひらがな・カタカナ及び小学校低学年程度の漢字の読み書きができない児童・生徒

	費用
	児童・生徒無料

	連絡先
	0596－22－3726(慶蔵院、NPO代表前島さん宅）


伊賀市

	教室名
	学習支援教室　ささゆり教室

	場所
	伊賀市ふれあいプラザ3階　視聴覚室ほか

	教室開催日時
	毎週土曜日14:00～16:00

	対象者
	外国にルーツを持つ日本の義務教育に該当する小学3年生から中学3年生

	費用
	1回　200円

	連絡先
	伊賀市国際交流協会 http://www.mie-iifa.jp
Tel：0595-22-9629　E-mail：mie-iifa@ict.jp 


４．テキストなどの情報

　　　 ＨＰからダウンロードできる学習教材や学校通知文例集、国際理解教育関連サイト、また（財）三重県国際交流財団（ＭＩＥＦ）が発行している教材リストなどを紹介します。

　　　　　なお、これらの情報は平成２２年６月ＭＩＥＦでまとめたものです。最新の情報については下記ＨＰで紹介していますので活用してください。
　　　　　　http://www.mief.or.jp/jp/education/kyozai.html
また、市販されている教材（テキストや絵カードなど）もあります。ＨＰで紹介されていたり一部書店で取り扱いをしています。市販されている教材の一部はＭＩＥＦにもありますのでご相談ください。
学習教材のリソース・通知文例集等一覧
	団体名
	内容

	三重県国際交流財団
	学校生活を送る上で必要な事柄に配慮した教材「みえこさんのにほんご」
（三重県教育委員会　小中学校教育室のHPに掲載）

	津市教育研究会多文化共生教育部会
	「津市教員作成教材」には主に津市立千里が丘小学校で開発された日本語教材、算数教材が豊富に掲載されている。日本語教材の「ひらがな」は母語の単語の頭の音がひらがなの音になっていて、初めてひらがなを学ぶ子どもの日本語学習に適している。他に多文化共生教育資料、ダウンロードできる教材、購入できる教材、翻訳文書等がある。

	日本語指導教材研究会
	マルチメディア「にほんごをまなぼう」
パソコンを使った日本語学習（動画）日本語、ポルトガル語、スペイン語、中国語、英語、韓国・朝鮮語に対応　一部ベトナム語、カンボジア語にも対応している

	東京外国語大学
多言語・多文化教育研究センター
	在日ブラジル人児童のための教材
在日フィリピン人児童のための教材
算数教材は日本語の修得と教科学習を結びつけたもので、漢字教材は多くのイラストを用いることにより楽しく学習できる教材となっている

	川崎市総合教育センター
	「算数6ヶ国語対訳集」」
小学校の算数を日本語、中国語、タガログ語、ポルトガル語、スペイン語、韓国朝鮮語、英語で提供（PDFファイル）　教育用コンテンツ→指導用教材

	中国帰国者定着促進センター
	「教材・論文・参考文献」に入ると中国語などの日本語学習教材、多言語の教科学習用教材に関する情報あり
来日外国人生徒指導用教科指導用テキスト（四日市市立橋北中学校）：社会、数学、理科、英語の用語がポルトガル語で書かれている）もここに掲載

	埼玉県教育委員会
	彩の国　「彩と武蔵の学習帳」：英語、中国語、ポルトガル語、スペイン語の対訳付。小学校から中学校までの学習内容を教科別に、要点をまとめている

	岩倉市立岩倉東小学校
	日本語指導教材が豊富に掲載されている（ポルトガル語、スペイン語の対訳付のものもあり）

	豊橋市教育委員会
	外国人児童生徒教育資料「対訳教材」（中１数学）や日本語指導教材が掲載されている

	浜松市教育委員会
	学校生活等で必要な関係書類<学校生活・指導資料・一言会話集>
（ポルトガル語・スペイン語・英語・タガログ語・日本語ルビ付き版）

	子ども多文化共生センター
（兵庫県教育委員会人権教育課）
	兵庫県立芦屋国際中等教育学校発行の「中学生の日本語」をはじめ、「学校生活ガイド（ポルトガル語、スペイン語、英語、中国語、韓国朝鮮語、べトナム語」などの翻訳資料などもダウンロードできる

	Global Campus Net,Osaka
（グローバルキャンパスネット大阪）
	英語、中国語、韓国語、スペイン語併記　学校で使う用語集（日本語ボランティア「あかり」作成）
他にも日本語学習に関するオンライン教材がある

	国際デジタル絵本学会
	世界各国の民話を多言語で紹介している「デジタル絵本サイト」　中国語、英語、韓国語、ドイツ語、イタリア語、フランス語、インドネシア語、ノルウェー語、スウェーデン語、アミ語訳あり

	日本語多読研究会
	「やさしい日本語をたくさん読もう」 日本語学習者のためのレベル別読み物のページ

	国際交流基金日本国際センター
	「みんなの教材サイト」
世界中の日本語教師の教材作成を支援するユーザー登録制サイト

	独立行政法人国立国語研究所
	「学習に使える素材」には、「学校の教科書：日本と世界」「学校や教育委員会が作成した日本語教材・指導資料一覧」などの情報がたくさんある

	三重県教育委員会
（小中学校教育室）
	・

 HYPERLINK "http://www.pref.mie.jp/GAKOKYO/HP/englishhoka.htm" 保護者への連絡文書例　（ポルトガル語・スペイン語・英語）
・学校への受入時に必要な文書例　（タガログ語・中国語）
・

 HYPERLINK "http://www.pref.mie.jp/GAKOKYO/HP/gaidansu/index.htm" 外国人等保護者のための学校ガイダンス冊子「日本の学校はこんなところ」

	文部科学省（クラリネット）
	就学ガイドブック（ポルトガル語、スペイン語、英語、中国語、ヴェトナム語、フィリピノ語、韓国・朝鮮語）「帰国・外国人児童生徒教育に関する施策」の下部に掲載

	四日市市教育委員会
	外国人児童生徒についてのページ
外国人児童生徒のための四日市市立小・中学校ガイドブック（ポルトガル語、中国語、スペイン語、タガログ語）

	豊橋市教育委員会
	外国人児童生徒教育資料
学校行事関係の案内文、保健関係の書類など（ポルトガル語・スペイン語）

	千葉県国際交流センター
	学校からのおたより
（英語、中国語、韓国・朝鮮語、スペイン語、ポルトガル語、タイ語訳あり）

	茨城県神栖市立軽野東小学校
わくわくワールド
	「ダウンロード」コーナーに、ポルトガル語・タガログ語訳の文書あり
日本語指導（教材・資料）、日本語指導（翻訳ダウンロード）

	宇都宮市立清原東小学校
	アクセス方法：トップページ＞学年学級内＞にほんご＞にほんご学級のページ
日本語学級のとりくみが紹介されています。
にほんご学級のぺージ　・にほんご教室紹介　　
　　　　　　　　　　　　　　　・にほんご教室カリキュラム
　　　　　　　　　　　　　　　・にほんご教室の様子
　　　　　　　　　　　　　　　・にほんご教室のできごと

	可児市教育委員会学校教育課
	「外国人児童生徒」に学校行事関係のポルトガル語訳文書が掲載（一部フィリピン語、ビサヤ語あり）。その他、可児市教育委員会の取り組みも紹介している

	厚木市教育委員会
小中学校ホームページ
あつぎまなびﾈッﾄ
	ここから始まる学校生活対話集：タガログ語、中国語、韓国・朝鮮語、ラオス語、ポルトガル語、スペイン語、ベトナム語、英語、フランス語、カンボジア語、タイ語訳あり


国際理解教育等のサイト

	団体名
	内容

	三重県国際交流財団
	「もっと世界を知ろう」：MIEFでは国際交流員（CIR)の派遣実施。詳細、申込み用紙のダウンロードはこちらをクリック

	国立民族学博物館
	「kid'sみんぱく」では学習に役立つさまざまなワークショップの紹介や持ち運びできる小さな博物館「みんぱっく」の貸し出しなどを行なっている

	国際協力機構（JICA)
JICA中部
	「世界の様子」など国際理解教育に活用できるものから、「国際協力出前講座」「研修のお知らせ」などが掲載されている

	国際理解教育センター（ERIC)
	ファシリテーター養成講座、校内研修の委託研修なども行なっている

	東京外国語大学
	COEプログラム（多言語モジュール、e-learning）　ポルトガル語、スペイン語、フィリピン語をはじめ17ヶ国語（文法、単語など）を学習することができる

	早稲田こども日本語クラブ
	「日本語教育の支援」が必要な児童・生徒を支援し、かつ年少者日本語教育について調査研究活動を行っている

	多言語・学校プロジェクト
	多言語学校関係文書の検索、多言語での学校関係用語の検索、多言語の予定表作成、機械翻訳ができる。対策言語：日本語・ポルトガル語・スペイン語・ベトナム語・中国語・フィリピン語・韓国・朝鮮語・英語・タイ語


ＭＩＥＦ発行教材　［連絡先：（財）三重県国際交流財団（MIEF）Tel:059-223-5006］
○　にほんご学習教材

	新版　みえこさんのにほんご（黄色）
	学校生活をおくる上で、必要なことに配慮したにほんご学習教材

	新版　みえこさんの日本語

指導のアクセス（濃い黄色）
	『新版　みえこさんのにほんご』指導書

	みえこさんのにほんご　

れんしゅうちょう１（黄緑）
	『みえこさんのにほんご』ひらがな・カタカナワークブック
(2010年度新版発行予定)

	新版みえこさんのにほんご　
れんしゅうちょう２　（オレンジ）

れんしゅうちょう２　解答集（水色）
	新版『みえこさんのにほんご』ワークブック

同　解答集　　　　　　　　　　　　　　　　　　

	新版　続みえこさんの日本語　（紫）

新版　続みえこ解答集（ラベンダー）
	『新版　みえこさんのにほんご』の続編。話しことばの学習に焦点をおき、子どもたちにとって身近な学校場面や地域社会を取り上げた内容。学習項目や基本語彙の多言語リストを巻末に掲載。

『新版　続みえこさんの日本語』テキスト中の問題の解答集

	新版　続みえこさんの日本語
指導のアクセス　（ピンク）
	『新版　続みえこさんの日本語』指導書

	新絵カード
	絵カードは、学校で使うもの、日常生活で必要なもの、教科学習に必要なもの、自然の事物のなかから100種類の絵でできています。

	文字カード
（スペイン語版～日本語付き）
	単語学習のためのカード
片面スペイン語、片面日本語

	動詞活用カード
	動詞の変化の学習するためのカード

	日本昔話
（ポルトガル語・スペイン語・英語版）
	「こっぱ天狗」
「かえるの目はどこについている」

「ほら久」


· 多文化共生教育等関連冊子

	ようこそ　みえけんへ
（日本語－ポルトガル語）
	外国から来た親子のための生活便利帖
生活に役立つにほんご

	多文化共生教育実践事例集
	県内の公立学校教職員執筆者7人による実践報告を記載

	近くて、近い国に向かって
－韓国と日本、手をつなぐ友人たち－
	韓国と日本、韓日高校生交流について


参考資料：ｐｐ.２～４の表は教師用指導資料「日本語理解が不十分な外国人児童生徒のために」

（発行：兵庫県教育委員会）より一部引用
この手引書は、平成１７年度三重県生活部国際室からの委託事業『外国人就学支援プログラム』の中の、「外国人の子どもの教育問題検討委員会」において検討・協議し、作成したものです。


事務局：（財）三重県国際交流財団
〒５１４－０００９　津市羽所町７００　アスト津３階

電話０５９－２２３－５００６　Fax０５９－２２３－５００７

Email mief@mief.or.jp　http://www.mief.or.jp
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